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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおける送信装置が信号を送信する方法であって、
　所定の変調方式を用いて、データ信号を変調して生成されるデータ変調シンボルを伝送
するステップと、
　前記所定の変調方式を用いて、参照信号を変調して生成される参照変調シンボルを伝送
するステップと、を有し、
　ここで、データ変調シンボル長は、参照変調シンボル長のＮ倍数（Ｎ＞１である整数）
と同一であり、
　前記データ変調シンボル長は、１個の前記データ変調シンボルを伝送する時間を意味し
、前記参照変調シンボル長は、１個の前記参照変調シンボルを伝送する時間を意味する
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記参照変調シンボル長さは、通信特性により決定され、
　ここで、前記通信特性は、前記送信装置を有する基地局（ＢＳ）の通信環境又は前記Ｂ
Ｓに接続されたユーザー端末の通信環境により決定される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記通信特性が前記ユーザー端末の速度により決定される場合、速度が速いと予測され
る前記ユーザー端末に対する前記参照変調シンボル長に比べて、速度が遅いと予測される
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前記ユーザー端末に対して、短い前記参照変調シンボル長を決定する
　ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記通信特性が前記ユーザー端末の速度により決定される場合、速度が速いと予測され
る前記ユーザー端末に接続される前記ＢＳに対する前記参照変調シンボル長に比べて、速
度が遅いと予測される前記ユーザー端末に接続される前記ＢＳに対して、短い前記参照変
調シンボル長を決定する
　ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記参照変調シンボル長に関する情報を接続可能なユーザー端末に伝送するステップを
さらに有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　送信装置別に異なる前記参照変調シンボル長を決定し、あるいは送信装置によるサービ
ス領域の分割に対応して複数のビーム幅を有するビーム別に異なる前記参照変調シンボル
長を決定するステップをさらに有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記参照変調シンボルの伝送は、
　速度が遅いと予測されるユーザー端末に対して前記参照変調シンボルをビームフォーミ
ングして伝送するためのビーム幅を、速度が速いと予測されるユーザー端末に対して前記
参照変調シンボルをビームフォーミングして伝送するためのビーム幅に比べて相対的に狭
く設定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記所定の変調方式は直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）変調方式である
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　無線通信システムにおける送信装置であって、
　所定の変調方式を用いて、データ信号を変調してデータ変調シンボルを生成し、
　前記所定の変調方式を用いて、参照信号を変調して参照変調シンボルを生成する変調部
と、
　データ変調シンボル長より参照変調シンボル長を短く設定する制御部と、
　予め設定された伝送区間で前記生成されたデータ変調シンボルと前記参照変調シンボル
をアナログ信号に変換し、ビームフォーミングのためのアンテナアレイを通じて前記アナ
ログ信号を送信する送信部と、を含み、
　ここで、前記データ変調シンボル長は、前記参照変調シンボル長のＮ倍数（Ｎ＞１であ
る整数）と同一であり、
　前記データ変調シンボル長は、１個の前記データ変調シンボルを伝送する時間を意味し
、前記参照変調シンボル長は、１個の前記参照変調シンボルを伝送する時間を意味する
　ことを特徴とする送信装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、
　通信特性に基づいて前記参照変調シンボル長を設定し、
　ここで、前記通信特性は、前記送信装置を有する基地局（ＢＳ）の通信環境又は前記Ｂ
Ｓに接続されたユーザー端末の通信環境により決定される
　ことを特徴とする請求項９に記載の送信装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、
　前記通信特性が前記ユーザー端末の速度により決定される場合、速度が速いと予測され
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る前記ユーザー端末に対する前記参照変調シンボル長に比べて、速度が遅いと予測される
前記ユーザー端末に対して、短い前記参照変調シンボル長を決定する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の送信装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、
　前記通信特性が前記ユーザー端末の速度により決定される場合、速度が速いと予測され
る前記ユーザー端末に接続される前記ＢＳに対する前記参照変調シンボル長に比べて、速
度が遅いと予測される前記ユーザー端末に接続される前記ＢＳに対して、短い前記参照変
調シンボル長を決定する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の送信装置。
【請求項１３】
　前記送信部は、前記参照変調シンボル長に関する情報を接続可能なユーザー端末に伝送
する
　ことを特徴とする請求項９に記載の送信装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、
　送信装置別に異なる前記参照変調シンボル長を決定し、あるいは送信装置によるサービ
ス領域の分割に対応する複数のビーム幅を有するビーム別に異なる前記参照変調シンボル
長を決定する
　ことを特徴とする請求項９に記載の送信装置。
【請求項１５】
　前記制御部は、
　速度が遅いと予測されるユーザー端末に対して前記参照変調シンボルをビームフォーミ
ングして伝送するためのビーム幅を、速度が速いと予測されるユーザー端末に対して前記
参照変調シンボルをビームフォーミングして伝送するためのビーム幅に比べて相対的に狭
く設定するように前記送信部を制御する
　ことを特徴とする請求項９に記載の送信装置。
【請求項１６】
　前記所定の変調方式は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）変調方式である
　ことを特徴とする請求項９に記載の送信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信システムにおける信号送信装置及び方法に関するもので、特に超高周
波帯域で動作する無線通信システムにおけるビーム獲得に必要な信号を送信する装置及び
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムは、持続的に増加するデータトラフィックの需要を充足させるために
、より高いデータ伝送率をサポートするように発展してきている。
【０００３】
　現在までの４世代(４Ｇ)システムは、データ伝送率を増加させるために主に周波数効率
性の改善に向けて技術が開発されている。しかしながら、周波数効率性の改善のみではデ
ータトラフィックの高まる需要を満たすのに難しさがあった。
【０００４】
　この問題を解決するために提案された一つの技術は、非常に広い周波数帯域を使用する
ことである。しかしながら、無線通信システムの代表的な例である、５ＧＨｚ以下で動作
するセルラーシステムで、広周波数帯域を確保することは非常に難しい。したがって、セ
ルラーシステムより高い周波数帯域で広帯域周波数を確保することが必要である。
【０００５】
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　より高い伝送周波数が無線通信に使用されるにつれて、伝搬(propagation)経路損失が
増加する。それによって、相対的に短い伝搬距離はサービス領域の減少をもたらす。これ
に関連して、ビームフォーミングは、伝搬経路の損失を低減させ、伝搬距離を増加させる
ための重要な技術の一つとして提案された。
【０００６】
 一種のビームフォーミング、すなわち送信ビームフォーミングは、複数のアンテナの各
々から送信される信号を特定の方向に集中させる(steering)方式である。このアンテナの
集合は‘アンテナアレイ’と称される。アンテナアレイのアンテナは‘アンテナ要素’と
称される。
【０００７】
　一般に、信号の伝搬距離は、送信ビームフォーミングにより増加され得る。さらに、送
信ビームフォーミングは、所望する方向以外の他の方向には信号がほとんど転送されない
ため、他のユーザーに及ぼす干渉を低減させることができる。
【０００８】
　また、受信器は、受信アンテナアレイを用いて受信ビームフォーミングを実行する。受
信ビームフォーミングは、特定方向から受信された信号以外の方向からの信号を除いて干
渉を除去できる。
【０００９】
　送信周波数の増加により、電波の波長は減少する。したがって、アンテナは、アンテナ
アレイで半波長間隔で構成され得る。この場合、アンテナアレイは、同一の領域にわたっ
てより多くのアンテナで形成できる。すなわち、高周波数帯域で動作する通信システムは
、低い周波数帯域におけるビームフォーミングに比べて、このビームフォーミングよる高
いアンテナ利得を獲得できる。したがって、高い周波数帯域で動作する通信システムは、
ビームフォーミングに適合する。
【００１０】
　上記の理由により、高い周波数帯域で動作する通信システムは、高い伝搬経路損失を緩
和するためにビームフォーミングを使用する。さらに、ビームフォーミングは、データ信
号と制御信号の区分なしに適用されなければならない。
【００１１】
　通常に、ＩＥＥＥ(Institute of Electrical and Electronics Engineers)８０２.１１
ａｄのビームフォーミングは、ＳＬＳ(Sector Level Sweep)方式とＢＲＰ(Beam　Refinem
ent　Protocol)方式を含む。
【００１２】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ａｄ規格は、無線ＬＡＮ(ＷＬＡＮ)ベースの技術であって、６０
ＧＨｚの超高周波帯域で１０ｍ～２０ｍの半径で非常に小さいサービス領域を提供する。
特に、超高周波帯域で発生される伝搬特性問題を解決するために、ＩＥＥＥ８０２．１１
ａｄ規格ではビームフォーミングを勧める。
【００１３】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ａｄで定義されているＳＬＳ方式において、ビームフォーミング
を遂行しようとする端末(ＳＴＡ）は、複数の方向に同一のセクタフレームを反復して送
信する。すると、ピアＳＴＡ(peer STA)は、擬似全方向性(quasi-omni)アンテナを用いて
それぞれのセクタフレームを受信し、最適の感度を提供する方向に対してフィードバック
を送信する。このＳＴＡは、ピアＳＴＡから最適の方向に関する情報を獲得し、この最適
の方向にビームフォーミングを実行することができる。
【００１４】
　ＩＥＥＥ８０２.１１ａｄで定義されたＢＲＰ方式では、ＳＬＳ方式によるビームフォ
ーミングを遂行した後、送受信ビームフォーミング利得を向上させるために、送受信ビー
ムの方向は、より精密に調整する技術である。
【００１５】
　一般に、２個のＳＴＡは、ＳＬＳ方式により最適の送信ビームを検出した後、送信ビー
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ムに最適な受信ビームを検出するためにＢＲＰ方式を使用する。さらに、送受信ビーム方
向の組み合わせは精密に調整される。
【００１６】
　特に、超高周波帯域で動作する通信システム(以下、‘ミリメートル波通信システム’
と称する)は、超高周波数帯域で無線通信を考慮して、伝搬経路損失の緩和及び伝搬距離
の増加のためにビームフォーミングを採用する。
【００１７】
　ビームフォーミングによりアンテナ利得を最大化するために、ミリメートル波通信シス
テムは、最適の送受信ビームを選択できなければならない。例えば、最適の送受信ビーム
を選択するために、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｄにより提案されているＳＬＳ方式及びＢＲ
Ｐ方式を使用することができる。
【００１８】
　例えば、最適の送受信ビームを選択するために、送受信ビームの組み合わせの個数と同
じ参照信号は、反復して伝送される。参照信号の各々は、特定の送受信ビームで送受信さ
れ、最適の送受信ビームの組み合わせは、受信された信号の強さを比較して選択される。
【００１９】
　狭いビームがより高いアンテナ利得の獲得に使用される場合、送受信ビームの個数が増
加するようになる。必要な参照信号の個数が線形的に増加することにより、全体システム
のオーバーヘッドを増加させ、全体システムの容量を減少させる。したがって、ミリメー
トル波通信システムにビームフォーミングが使用される場合、送受信ビームを選択するた
めに必要な参照信号のシステムオーバーヘッドを最小化する方法を開発する必要性があっ
た。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　したがって、本発明は、上記した従来技術の問題点に鑑みてなされたものであって、そ
の目的は、ミリメートル波通信システムにおいて、ビーム獲得に要求される参照信号のオ
ーバーヘッドを減少させる方式で参照信号を構成する参照信号送信装置及び方法を提供す
ることにある。
【００２１】
　本発明の他の目的は、ミリメートル波通信システムにおいて、ユーザー端末の通信特性
を考慮して、異なる基地局(ＢＳ)又は異なるユーザーに対して参照変調シンボル長を設定
する信号送信装置及び方法を提供することにある。
【００２２】
　また、本発明の他の目的は、ミリメートル波通信システムにおいて、ＢＳでユーザー端
末の通信特性を考慮して、直交周波数分割多重(ＯＦＤＭ)変調のための逆フーリエ変換(
ＩＦＦＴ)サイズを設定する信号送信装置及び方法を提供することにある。
【００２３】
　さらに、本発明の目的は、ミリメートル波通信システムにおいて、ユーザー端末の通信
特性を考慮して、ビームフォーミングのためのビーム幅を設定する信号送信装置及び方法
を提供することにある。
【００２４】
　本発明の他の目的は、ミリメートル波通信システムにおいて、ユーザー端末の速度に従
ってユーザー端末別に異なる参照変調シンボル長を設定する信号送信装置及び方法を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、超高周波帯域において
通信をサポートする無線通信システムの送信装置で信号を送信する方法が提供される。そ
の方法は、移動端末(ＭＳ)の通信特性を考慮してデータ変調シンボル長に比べて短い参照
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変調シンボル長を決定するステップと、決定されたデータ変調シンボル長により、データ
信号を所定の変調方式を用いて変調して生成されるデータ変調シンボルを伝送するステッ
プと、決定された参照変調シンボル長により、参照信号を所定の変調方式を用いて変調し
て生成される参照変調シンボルを伝送するステップとを有する。
【００２６】
　本発明の他の態様によれば、超高周波帯域における通信をサポートする無線通信システ
ムで信号を送信する送信装置が提供される。その装置は、ユーザー端末(ＭＳ)の通信特性
に基づいて決定されたデータ変調シンボル長により、データ信号を所定の変調方式により
変調してデータ変調シンボルを生成する第１の変調部と、ＭＳの通信特性に基づいて設定
される、データ変調シンボル長に比べて短い参照変調シンボル長により、参照信号を所定
の変調方式により変調して参照変調シンボルを生成する第２の変調部と、ＭＳの通信特性
に基づいて決定される構造を有するフレームを生成するために、第１の変調部から受信さ
れるデータ変調シンボルシーケンス又は第２の変調部から受信される参照変調シンボルシ
ーケンスからデータ変調シンボル又は参照変調シンボルを選択的に出力する信号選択部と
、信号選択部から受信されるデータ変調シンボル又は参照変調シンボルをアナログ信号に
変換した後、ビームフォーミングによりアンテナアレイを通じてアナログ信号を送信する
送信部とを含む。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明は、通信環境を考慮してデータ変調シンボル長内で伝送される参照変調シンボル
の数が調整される。それによって、本発明は、ビームフォーミングによるアンテナ利得を
増加させ、全体システムのオーバーヘッドを減少させることができる。
【００２８】
　本発明の実施形態による上記及び他の目的、特徴、及び利点は、添付の図面と共に述べ
る以下の詳細な説明から、一層明らかになるはずである。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施形態によるミリメートル波通信システムにおけるビーム選択手順の
参照信号送信を概念的に示す図である。
【図２】本発明の実施形態によるミリメートル波通信システムにおけるビームフォーミン
グに使用されるビームのタイプを示す図である。
【図３】本発明の実施形態により、ミリメートル波通信システムで参照信号送信によるシ
ステムオーバーヘッドを減少させるための信号送信の一例を概念的に示す図である。
【図４】本発明の一実施形態によるミリメートル波通信システムにおいて、異なるセル又
は基地局(ＢＳ)が参照信号の異なるＯＦＤＭシンボル長を使用する動作シナリオを示す図
である。
【図５】本発明の他の実施形態によるミリメートル波通信システムにおいて、セル又はＢ
Ｓが参照信号の異なるＯＦＤＭシンボル長を使用する動作シナリオを示す図である。
【図６】本発明の実施形態によるミリメートル波通信システムにおける送信装置の構成を
示す図である。
【図７】本発明の実施形態によるミリメートル波通信システムにおいて、送信装置で信号
伝送のための制御動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００３１】
　図面において、同一の構成要素に対してはできるだけ同一の参照符号及び参照番号を付
して説明する。下記の説明で、本発明に関連した公知の機能又は構成に関する具体的な説
明が本発明の要旨を不明にすると判断された場合に、その詳細な説明を省略する。また、
後述する用語は、本発明の機能を考慮して定義されたものであって、ユーザー、運用者の



(7) JP 6482275 B2 2019.3.13

10

20

30

40

50

意図、又は慣例によって変わることができる。したがって、上記用語は、本明細書の全体
内容に基づいて定義されなければならない。
【００３２】
　後述する本発明の実施形態では、ミリメートル波通信システムにおいて、送信装置は、
特定のシンボル選択条件によりデータ信号及び参照信号を伝送する方式でフレームが構成
される。フレームの構成のために、データ信号の伝送のための‘データ信号伝送区間’と
参照信号の伝送のための‘参照信号伝送区間’が、該当フレーム内で定義される。
【００３３】
　データ信号伝送区間が定義される場合、所定のシンボル選択条件によりデータ信号を伝
送するために決定されたＯＦＤＭシンボル(以下、‘データＯＦＤＭシンボル’と称する)
の長さが考慮される。参照信号伝送区間が定義される場合、所定のシンボル選択条件によ
り参照信号を伝送するために決定されたＯＦＤＭシンボル(以下、‘参照ＯＦＤＭシンボ
ル’と称する)の長さが考慮される。データＯＦＤＭシンボルの長さと参照ＯＦＤＭシン
ボルの長さは、異なって決定される。望ましくは、データＯＦＤＭシンボル長は、参照Ｏ
ＦＤＭシンボル長より長い。すなわち、データＯＦＤＭシンボル長内で、参照ＯＦＤＭシ
ンボル長を有する複数の参照ＯＦＤＭシンボルが伝送されるように、データＯＦＤＭシン
ボル長と参照ＯＦＤＭシンボル長が決定される。
【００３４】
　データＯＦＤＭシンボル長と参照ＯＦＤＭシンボル長を決定するために使用される所定
のシンボル選択条件は、基地局(ＢＳ)又はセルに接続されるユーザー端末の通信特性を反
映する。ユーザー端末の通信特性は、ＢＳ又はユーザー端末の周辺環境から予測できる。
【００３５】
　すなわち、基地局が設置されている環境で位置及び地形を考慮し、あるいは基地局のサ
ービス領域でユーザー端末の位置を考慮して、基地局に接続されるユーザー端末の通信特
性が予測できる。
【００３６】
　例えば、第１の基地局がレストラン、コーヒー店などが存在する商業地域に設置される
場合、第１の基地局は、接続される大部分のユーザー端末が移動しないか、あるいはゆっ
くり移動する可能性が高いと予測できる。これに反して、第２の基地局が高速道路及び一
般道路、又は鉄道の周辺に設置される場合、第２の基地局は、接続される大部分のユーザ
ー端末が速く移動する可能性が高いと予測できる。
【００３７】
　したがって、第１及び第２の基地局は、上記したユーザー端末の通信特性を考慮して、
異なるデータＯＦＤＭシンボル長Ｔｓと参照ＯＦＤＭシンボル長ｔｓを決定する。すなわ
ち、参照ＯＦＤＭシンボル長ｔｓは、データＯＦＤＭシンボル長Ｔｓより短く設定される
。第１及び第２の基地局により決定されたデータＯＦＤＭシンボル長は、同一であり得る
。しかしながら、第１及び第２の基地局は、異なる参照ＯＦＤＭシンボルの長さを設定す
る。例えば、第１の基地局により決定された参照ＯＦＤＭシンボル長は、第２の基地局に
より決定された参照ＯＦＤＭシンボル長に比べて短いことがある。その理由は、上記の実
施形態で、ビームフォーミングによるアンテナ利得が増加し、参照信号の伝送によるシス
テムのオーバーヘッドを最小化するためである。
【００３８】
　他の実施形態では、一つの基地局のサービス領域(又はセル)内にレストラン、コーヒー
店などが存在する商業地域が高速道路及び一般道路と共存する場合、商業地域に位置した
第１のユーザー端末は、移動しないか、あるいはゆっくり移動する可能性が高い。これに
反して、高速道路及び一般道路の周辺に位置した第２のユーザー端末は、速く移動する可
能性が高い。
【００３９】
　したがって、ＢＳは、上記した第１及び第２のユーザー端末の通信特性を考慮して、第
１及び第２のユーザー端末のための相互に異なるデータＯＦＤＭシンボル長Ｔｓと参照Ｏ
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ＦＤＭシンボル長ｔｓを決定する。すなわち、参照ＯＦＤＭシンボル長ｔｓは、データＯ
ＦＤＭシンボル長Ｔｓより短く設定される。第１及び第２のユーザー端末のために決定さ
れるデータＯＦＤＭシンボル長は、同一であり得る。しかしながら、異なる参照ＯＦＤＭ
シンボル長は、第１及び第２のＢＳのユーザー端末のために設定される。例えば、第１の
ユーザー端末のために決定される参照ＯＦＤＭシンボル長は、第２のユーザー端末のため
に決定された参照ＯＦＤＭシンボル長に比べて短いことがある。その理由は、上記の実施
形態で、ビームフォーミングによるアンテナ利得が増加し、参照信号伝送によるシステム
のオーバーヘッドを最小化するためである。
【００４０】
　上記した本発明の２つの実施形態を実現するために、ＢＳは、ユーザー端末に使用され
るフレーム構造を通知する必要がある。すなわち、ＢＳは、データＯＦＤＭシンボル長及
び参照ＯＦＤＭシンボル長に関する情報をユーザー端末に伝送する必要がある。もしくは
、ＢＳは、参照ＯＦＤＭシンボル長に関する情報のみをユーザー端末に伝送することがで
きる。
【００４１】
　データＯＦＤＭシンボル長及び参照ＯＦＤＭシンボル長に関する情報をユーザー端末に
直接伝送するのではなく、ＢＳは、データＯＦＤＭシンボル長と参照ＯＦＤＭシンボル長
を決定できる暗黙的情報をユーザー端末に伝送することができる。例えば、ＢＳは、デー
タＯＦＤＭシンボル長とデータＯＦＤＭシンボル長内で伝送される参照ＯＦＤＭシンボル
の個数に関する情報をユーザー端末に伝送することができる。データＯＦＤＭシンボル長
が固定した場合、ＢＳは、参照ＯＦＤＭシンボル長又は参照ＯＦＤＭシンボルの個数に関
する情報のみをユーザー端末に伝送することができる。ユーザー端末の通信特性が地域に
よって変更されない場合、ＢＳは、データＯＦＤＭシンボル長及び参照ＯＦＤＭシンボル
長に関する情報又はこれら情報が決定できる暗黙的情報をシステム情報として提供し、そ
れによって、情報の反復伝送の必要性を除去する。データＯＦＤＭシンボル長に関する情
報の伝送は、選択的である。
【００４２】
　次に、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００４３】
 図１は、本発明の実施形態によるミリメートル波通信システムにおけるビーム選択手順
の参照信号伝送を概念的に示す。図１では、最適のビームは、複数の参照信号を用いて選
択される。最適のビームを選択する理由は、ミリメートル波通信システムにおけるビーム
フォーミングによりアンテナ利得を最大化するためである。
【００４４】
　図１を参照すると、ＢＳ１００は、参照番号１２０で示すように、送信及び受信ビーム
組み合わせの総個数と同一の参照信号を伝送する。送受信ビーム組み合わせの総個数は、
ＢＳ１００の送信ビームの個数と移動端末(ＭＳ)１１０，１１２，１１４の受信ビームの
個数との間の乗算である。組み合わせの全体個数と同数の参照信号は、時間、周波数、及
び/又は間隔により区分される。
【００４５】
　より具体的に説明すれば、組み合わせの全体個数と同数の参照信号の各々は、特定送受
信ビームで、すなわち特定方向でビームフォーミングにより送信及び受信される。その後
、各ＭＳ１１０，１１２，１１４は、受信されたすべての参照信号の強さを測定し、測定
した信号強さを比較して最適の送受信ビーム組み合わせを選択する。すなわち、ＭＳは、
その位置及び地形状況に従ってビームフォーミングにより一つのセクタ内で全方向に伝送
される参照信号のうち、 特定ビーム方向から受信される信号を選択する。
【００４６】
　より高いアンテナ利得を獲得するために、アンテナアレイは、より多くのアンテナ要素
で構成される。ビームフォーミングがアンテナアレイに適用される場合、各アンテナ要素
により形成されたビームの幅は、より狭くなる。
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【００４７】
　それによって、送受信ビームの個数は、狭くなるビーム幅を考慮して全方向を均一に満
たすように増加される。また、送受信ビーム組み合わせの全体個数の増加は、反復して伝
送される参照信号の個数を線形的に増加させる。反復的に伝送される参照信号の個数は、
送受信ビーム組み合わせの全体個数と同一である。
【００４８】
　これは、ビーム獲得のために所定周期で伝送される参照信号がより多くのシンボルを占
めることを意味し、それによって全体システムのオーバーヘッドが増加する。その結果、
全体システムの容量が減少する。したがって、ビーム獲得の間に参照信号によるシステム
オーバーヘッドを最小化する方法に対する要求が存在する。
【００４９】
　図２は、本発明の実施形態によるミリメートル波通信システムにおけるビームフォーミ
ングに使用されるビームのタイプを示す。図２では、ビームフォービングに使用される広
いビームと狭いビームを示す。
【００５０】
　一般に、ビームの形状及び幅は、アンテナアレイのアンテナ要素の個数、すなわちビー
ムフォーミングに使用されるアンテナ要素の個数により決定される。多くのアンテナ要素
を用いてビームが形成される場合、ビームは狭い。一方、ビームが少ないアンテナ要素を
用いて形成される場合、ビームは広い。
【００５１】
　２タイプのビーム、すなわち大きいビーム幅を有するビーム２１０と小さいビーム幅を
有するビーム２１２は、その長所及び短所を有する。例えば、図２では、ＢＳ２００が広
いビーム２１０による第１のＭＳ２１０と狭いビーム２１２による第２のＭＳ２１２と通
信することを仮定する。
【００５２】
　広いビーム２１０の場合、すべての方向は、一つのビームが広い領域をカバーできるた
め、相対的に少数のビームでカバー可能である。少数のビームのため、反復して伝送され
る参照信号の個数は少ない。その結果、システムオーバーヘッドは減少し、全体システム
の容量は増加する。
【００５３】
　しかしながら、広い領域をカバーするようにビームが形成されるため、アンテナ利得は
相対的に低い。さらに、受信された信号強さは、小さいアンテナ利得により小さく、それ
によって受信性能が低下する。
【００５４】
　狭いビーム２１２の場合、信号は、多くのアンテナ要素を用いてビームフォーミングに
より狭い方向に集中させることができる。したがって、比較的高いアンテナ利得は獲得で
きる。これは、強い信号が受信され、それによって受信性能の向上が期待可能であること
を意味する。
【００５５】
　しかしながら、一つのビームが狭い領域のみをカバーするため、すべての方向は、比較
的多くのビームの個数でカバーできる。その結果、より多くの参照信号がビーム選択に必
要であり、システムのオーバーヘッドが増加し、それによって全体システムの容量は減少
する。
【００５６】
　上記説明に基づき、２タイプのビームが通信環境及びユーザー条件により柔軟に採用さ
れ、ミリメートル波通信システムにおける差別化技術として考慮される。
【００５７】
　図３は、本発明の実施形態によるミリメートル波通信システムにおいて、参照信号の伝
送によるシステムオーバーヘッドを減少させる信号伝送の一例を概念的に示す。
【００５８】
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　図３に示すように、本発明の実施形態における主な技術的特徴は、異なる伝送信号タイ
プにＯＦＤＭシンボル長が使用されることにある。例えば、異なるＯＦＤＭシンボル長は
、データ信号３００と参照信号３１０に対して設定される。Ｎ個の参照信号３１０の全体
ＯＦＤＭシンボル長Ｔｓがデータ信号３００のＯＦＤＭシンボル長Ｔｓと同一である場合
、一つの参照信号のＯＦＤＭシンボル長ｔｓは、Ｔｓ/Ｎである。言い換えれば、Ｎ個の
参照信号３１０の全体ＯＦＤＭシンボル長又はデータ信号３００のＯＦＤＭシンボル長Ｔ

ｓは、Ｎ×ｔsとして定義され得る。
【００５９】
　一つ以上の参照信号が一つのデータシンボル長内で伝送できるため、全体システムのオ
ーバーヘッドは、同一の個数の送受信ビームを使用しても減少され得る。ここで、ＯＦＤ
Ｍシンボル長の差は、周波数軸で隣接サブキャリア間の間隔の差に相当する。
【００６０】
　すなわち、データ信号３００に割り当てられる長いＯＦＤＭシンボル長は、周波数軸で
比較的短い隣接サブキャリア間の間隔を意味する。一方、データ信号３００のシンボル長
より参照信号３１０に割り当てられる短いＯＦＤＭシンボル長は、周波数軸で隣接サブキ
ャリア間の間隔が相対的に大きいことを意味する。
【００６１】
　データ信号に比べて、参照信号への多くのサブキャリアの割り当ては、不必要な参照信
号の設計である。したがって、参照信号を伝送する場合、適用されるＯＦＤＭシンボル長
及び周波数軸で隣接したサブキャリア間隔を広げることによって、ビーム獲得の性能とシ
ステムオーバーヘッドの側面で最適の性能を導出できる。
【００６２】
　しかしながら、ＯＦＤＭシンボル前に追加される保護区間は、データ信号３００及び参
照信号３１０に関係なく同一に適用される。その理由は、保護区間がセル半径により影響
を受けるためである。セル半径が小さい場合に、信号伝送は、短時間がかかり、短い保護
区間が適用される。一方、セル半径が大きい場合には、隣接シンボルからの干渉を防ぐた
めに、長い保護区間が使用される。
【００６３】
　しかしながら、本発明の実施形態において、同じセル半径でデータ信号３００と参照信
号３１０が伝送される場合、異なるＯＦＤＭシンボル長が適用される。したがって、同一
の保護区間が適用される。
【００６４】
　図４は、本発明の実施形態によるミリメートル波通信システムのセル又はＢＳが参照信
号の異なるＯＦＤＭシンボル長を使用する動作シナリオを示す。図４では、セル又はＢＳ
別に異なるＯＦＤＭシンボル長を有する参照信号が使用される。
【００６５】
　図４を参照すると、第１及び第２のＢＳ(ＢＳ-１，ＢＳ-２)４００，４２０が各々接続
される第１及び第２のＭＳ(ＭＳ-１，ＭＳ-２)４１０，４３０は、ＢＳ-１及びＢＳ-２の
位置及び地形に基づいて通信環境及び状態が異なることができる。
【００６６】
　例えば、レストラン及びコーヒー店が存在する商業地域にＢＳ-１が設置される場合、
ＢＳ-１に接続されるＭＳの大部分は、移動しないか、あるいは遅く移動する可能性が高
い。一方、高速道路及び一般道路又は鉄道の周辺にＢＳ-２が設置される場合、ＢＳ-２に
接続されたＭＳの大部分は、高速で移動する可能性が高い。すなわち、ＢＳ-２を通じて
通信を試し、あるいはＢＳ-２に接続されるＭＳは、大部分の場合に高速で移動する。
【００６７】
　図４に示す動作シナリオにおいて、ＢＳ-１及びＢＳ-２は、参照信号の異なるＯＦＤＭ
シンボル長を使用する。すなわち、図４において、参照信号のＯＦＤＭシンボル長は、各
ＢＳ内に接続されているＭＳの移動速度に関連する。しかしながら、ＭＳの移動速度以外
の要素に基づき、各ＢＳが異なるＯＦＤＭシンボル長を有する参照信号を使用するように
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動作シナリオを実現できることはもちろんである。
【００６８】
　以下、異なる移動速度を有するＭＳに接続されるＢＳ別に使用されるフレーム構造に対
して具体的に説明する。
【００６９】
　まず、ＭＳがほとんど移動しない地域、例えばレストラン又はコーヒー店が多い地域に
設置されると、ＢＳ-１は、狭いビームを用いてビームフォーミングを実行する。
【００７０】
　ＭＳがほとんど移動しない地域ではユーザーの移動によるビームの変化が頻繁に発生し
ないことが予測される。すなわち、ＭＳがほとんど固定した状態で最適の送受信ビームの
組み合わせが決定される場合、決定された最適の送受信ビームの組み合わせが変更される
確率は非常に低い。
【００７１】
　移動がほとんどない地域に位置するＭＳに対して狭いビーム幅をサポートする送受信ビ
ームの組み合わせを選択しても、送受信ビームの組み合わせは、頻繁に変更しなくてもよ
い。さらに、狭いビーム幅のビームを使用するために、ビームフォーミングは、高いアン
テナ利得を獲得できる。
【００７２】
 これら利得にもかかわらず、狭いビームの使用は、ビーム個数又は参照信号のシンボル
の個数が増加し、それによって全体システムのオーバーヘッドを増加させる。したがって
、本発明の実施形態により、システムのオーバーヘッドを減少させるために、フレーム４
１２は、データシンボル長内で相対的へ多くの数の参照信号シンボルを含めるように構成
される。
【００７３】
　次に、ＭＳの移動が多く、移動速度が速い地域、例えば、自動車又は列車が高速で移動
する道路及び鉄道の周辺領域に設置される場合、ＢＳ-２は、広いビームを有用いてビー
ムフォーミングを実行する。
【００７４】
 ＭＳが多く、あるいは速く移動する領域ではＭＳの移動によるビームの変化が頻繁に発
生することが予測される。すなわち、ＭＳが速く移動する状態で最適の送受信ビームの組
み合わせが決定される場合、決定された最適の送受信ビームの組み合わせが変更される確
率は非常に高い。
【００７５】
　広いビームをサポートする送受信ビーム組み合わせが多くあるいは高速で移動する地域
に位置するＭＳに対して選択される場合、送受信ビーム組み合わせは、頻繁に変更され得
る。選択した送受信ビームの組み合わせに対する変更を最小化するために、相対的に広い
ビーム幅を有する送受信ビームの組み合わせを選択することが望ましい。すなわち、低い
アンテナ利得にもかかわらず、広いビームを使用することが効率的である。
【００７６】
　しかしながら、広いビームを使用する場合、全方向を均一にカバーするビームの個数は
減少する。すなわち、必要な参照信号の個数は減少する。したがって、本発明の実施形態
では、フレーム４３２は、データシンボル長内で相対的へ少数の参照信号のシンボルが含
まれるように構成される。
【００７７】
 上記したように、ＢＳ-１及びＢＳ-２は、自身の位置、すなわち周辺環境に従って異な
る構造を有するフレーム４１２，４３２を使用する。ＢＳの周辺環境は、該当ＢＳによる
サービス領域内でＭＳの移動特性を表す。
【００７８】
　したがって、各ＢＳは、使用されるフレームの構造に関する情報、すなわち使用される
フレームタイプに関する情報を該当セル内のすべてのユーザー端末に知らせる必要がある
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。一例としては、各ＢＳは、使用フレームタイプに関する情報をセル内に位置したユーザ
ー端末を対象として放送する。
【００７９】
　使用フレームタイプに関する情報は、一つのデータシンボルに対応する参照信号シンボ
ルの個数を指定し得る。例えば、使用される’フレームタイプに関する情報は、一つのデ
ータシンボルの長さ内に含まれる参照信号シンボルの個数を示す。他の実施形態では、使
用されるフレームタイプに関する情報は、所定のシンボルパターンのうち、使用されるシ
ンボルパターンのインデックスを示す。この場合、ＭＳは、ＢＳから受信されるインデッ
クス情報によりデータシンボルの長さ内に含まれる参照信号のシンボル個数を決定できる
。
【００８０】
　図５は、本発明の実施形態によるミリメートル通信システムのセル又はＢＳが参照信号
の異なるＯＦＤＭシンボル長を使用する動作シナリオを示す。図５に示すように、セル又
はＢＳは、ＭＳの条件及び周囲環境を考慮して異なるＭＳに対する異なるＯＦＤＭシンボ
ル長を有する参照信号を使用する。異なる参照信号はユーザー条件及び周囲環境により割
り当てられ、特定のユーザー又はユーザーグループに専用され得る。
【００８１】
　図５を参照すると、第１及び第２のＭＳ５１０，５２０(ＭＳ-１及びＭＳ-２)は、ＢＳ
５００(ＢＳ-１)又はセルでユーザー条件及び周囲環境によって通信環境及び状態が異な
ることができる。
【００８２】
　例えば、レストランとコーヒー店が存在する商業地域に位置するので、ＭＳ-１は、固
定され、あるいは短距離を遅く移動する可能性が高いと予測できる。一方、高速道路及び
一般道路又は鉄道の周辺に位置するので、ＭＳ-２は、自動車又は列車で高速で移動する
可能性が高いと予測できる。すなわち、高速移動が予測されるＭＳは、一般的にＢＳ-１
を通じて通信を試みるＭＳ、又はＢＳ-１に接続されるＭＳのうち、ほとんど移動しない
と予測されるＭＳと共存される。
【００８３】
　図５に示した本発明の実施形態において、異なるＯＦＤＭシンボル長を有する専用参照
信号は、ＭＳ５１０，５２０の条件及び環境に従って定義され得る。また、専用参照信号
を用いる動作シナリオは、同一のＢＳ又はセル内で異なるＭＳの条件及び環境に関連して
説明される。
【００８４】
　図５に示す動作シナリオにおいで、ＢＳ-１は、ＭＳ-１及びＭＳ-２に対して異なるＯ
ＦＤＭシンボル長を有する参照信号を使用する。すなわち、ＯＦＤＭシンボル長は、図５
でのＢＳに接続されるＭＳ又はセルの速度に関連される。明らかに、動作シナリオは、Ｍ
Ｓの速度以外の要素による異なるＭＳの異なるＯＦＤＭシンボル長を有する専用参照信号
をＢＳが使用するように構成される。
【００８５】
　一つのＢＳに接続される異なる速度を有するＭＳに使用されるフレームについて、以下
に具体的に説明する。
【００８６】
　望ましくは、ＢＳ５００は、ＭＳがほとんど移動しない領域、例えばレストラン又はコ
ーヒー店が多くの地域に位置したＭＳ-１に対して狭いビームを用いてビームフォーミン
グを実行する。
【００８７】
　ＭＳがほとんど移動しない領域ではユーザーの移動により、ビームがよく変化しないと
予測される。すなわち、ＭＳがほとんど固定された状態で最適の送受信ビームの組み合わ
せが決定される場合、決定された最適の送受信ビーム組み合わせが変更される確率は、非
常に低い。
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【００８８】
　したがって、移動がほとんどない領域に位置するＭＳに対しては狭いビームをサポート
する送受信ビームの組み合わせが選択されても、送受信ビームの組み合わせを頻繁に変更
しなくてもよい。さらに、狭いビームを使用することによって、ビームフォーミングによ
る高いアンテナ利得を得ることができる。
【００８９】
　それにもかかわらず、狭いビームを使用することによりビームの個数あるいは専用参照
信号のシンボル数が増加して全体システムのオーバーヘッドを増加させることができる。
したがって、本発明の実施形態において、フレーム５１２は、システムのオーバーヘッド
を減少させるために、データシンボル長内で相対的へ多くの数の専用参照信号のシンボル
を含むように構成される。
【００９０】
　望ましくは、ＢＳ５００は、ＭＳが多く又は高速で移動する領域、例えば自動車又は列
車が高速で移動する道路及び鉄道の周辺地域に位置するＭＳ-２に対しては広いビームを
用いてビームフォーミングを遂行する。
【００９１】
　ＭＳが多く、あるいは高速で移動する地域では、ＭＳの移動によるビームの変化が頻繁
に発生すると予測される。すなわち、ＭＳが速く移動する状態で最適の送受信ビームの組
み合わせが決定される場合、決定された最適の送受信ビームの組み合わせが変更される確
率は、非常に高い。
【００９２】
　移動が多く、あるいは高速で移動する領域に位置したＭＳに対して広いビーム幅をサポ
ートする送受信ビームの組み合わせが選択される場合、送受信ビームの組み合わせは、頻
繁に変更すべきである。一方、選択した送受信ビームの組み合わせに対する変更を最小化
するためには、比較的広いビームを用いて送受信ビームの組み合わせを選択することが望
ましい。すなわち、広いビーム幅のビームを使用する場合に、低いアンテナ利得にもかか
わらず、広いビームを使用することが効率的である。
【００９３】
　しかしながら、広いビームが使用される場合、全方向を固定的にカバーするビームの個
数が減少される。すなわち、必要な専用参照信号の個数が減少する。したがって、本発明
の実施形態では、データシンボルの長さ内で相対的に少数の専用参照信号のシンボルを含
むようにフレーム５２２が構成される。
【００９４】
　上記したように、ＢＳ５００は、ユーザー又はユーザーグループ別に異なる構造を有す
るフレーム５１２，５２２を使用する。ユーザー又はユーザーグループ別に使用されるフ
レーム構造は、ＭＳの周辺環境のようなユーザー条件により決定できる。例えば、ＭＳの
周辺環境は、該当ＭＳの速度を含む。
【００９５】
　したがって、ＢＳ５００は、ＭＳ５１０，５２０に対して使用されるフレーム、すなわ
ちＭＳ５１０，５２０に使用されるタイプのフレーム内ですべてのＭＳに通知する必要が
ある。例えば、各ＢＳ５００は、使用されるフレームタイプに関する情報をセル内のＭＳ
にブロードキャストする。
【００９６】
　使用されるフレームタイプに関する情報は、一つのデータシンボルに対応する参照信号
シンボルの個数を指定する。例えば、使用されるフレームタイプに関する情報は、一つの
データシンボルの長さ内に含まれた参照信号シンボルの個数を示す。他の実施形態では、
使用されるフレームタイプに関する情報は、所定のシンボルパターンのうち使用されるシ
ンボルパターンのインデックスを示す。この場合、ＭＳは、ＢＳから受信されるインデッ
クス情報によりデータシンボル長に含まれる参照信号のシンボルの個数を決定できる。
【００９７】
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　図６は、本発明の実施形態によるミリメートル波通信システムにおける送信装置の構成
に対する一例を示す。すなわち、送信装置は、上記した２つの状況でＢＳ別又はＭＳ別に
異なるＯＦＤＭシンボル長を有する参照信号を伝送するように構成される。
【００９８】
　図６を参照すると、送信装置は、複数のアンテナ要素と送信部を含む。送信部は、所定
のビーム幅を有するビームを形成するビームフォーマ(beamformer)６４０及びアンテナア
レイ６５０を含む。モデムは、入力信号のタイプに従って少なくとも２個の変調部に対応
する逆フーリエ変換(ＩＦＦＴ)処理部６０２，６１２、少なくとも２個のＩＦＦＴ処理部
６０２，６１２に対応する並列/直列(Ｐ/Ｓ)変換部６０４，６１４、及びデジタル/アナ
ログ変換部(ＤＡＣ)６３０を含む。
【００９９】
　例えば、次の説明では、２つのタイプの信号であるデータ信号と参照信号が入力される
と仮定する。したがって、異なるＯＦＤＭシンボル長は、データ信号と参照信号の伝送に
使用される。すなわち、データ信号と参照信号は、周波数軸で異なる隣接サブキャリアの
間隔で伝送され、これは、異なるＩＦＦＴ/ＦＦＴサイズを用いて実現できる。
【０１００】
　データ信号６００はＮ１ＩＦＦＴ処理部６０２に提供され、参照信号６１０はＮ２ＩＦ
ＦＴ処理部６１２に提供される。Ｎ１とＮ２はＩＦＦＴサイズを意味し、Ｎ１はＮ２以上
である。
【０１０１】
　Ｎ１ＩＦＦＴ処理部６０２は、ＩＦＦＴにより、周波数ドメインの入力データ信号を時
間ドメインのデータ信号に変換する。Ｎ２ＩＦＦＴ処理部６１２は、ＩＦＦＴにより、周
波数ドメインの入力参照信号を時間ドメインの参照信号に変換する。Ｎ１ＩＦＦＴ処理部
６０２とＮ２ＩＦＦＴ処理部６１２は、異なるＩＦＦＴサイズ、すなわちＮ１とＮ２を有
する。
【０１０２】
　データ信号６００と参照信号６１０に対して、同一の帯域幅内で異なるＩＦＦＴサイズ
を適用する理由は、同一の時区間で伝送される信号のタイプに従って、ＯＦＤＭシンボル
長を識別するためである。すなわち、Ｎ１ＩＦＦＴ処理部６０２から出力される時間ドメ
インデータ信号(以下、‘データＯＦＤＭシンボルシーケンス’と称する)及びＮ２ＩＦＦ
Ｔ処理部６１２から出力される時間ドメイン参照信号(以下、‘参照ＯＦＤＭシンボルシ
ーケンス’と称する)は、異なる長さを有するＯＦＤＭシンボルとなる。例えば、一つの
データＯＦＤＭシンボル長Ｔｓは、５個(Ｎ＝５)の参照ＯＦＤＭシンボルの全体長さＮ×
ｔｓと同一であり得る。これは、データ信号６００と参照信号６１０が相互に異なるサブ
キャリア間隔で伝送されると仮定することを意味する。
【０１０３】
　一方、第１のＰ/Ｓ変換部６０４は、Ｎ１ＩＦＦＴ処理部６０２から受信される並列デ
ータＯＦＤＭシンボルシーケンスを直列信号に変換し、第２のＰ/Ｓ変換部６１４は、Ｎ

２ＩＦＦＴ処理部６１２から受信された並列参照ＯＦＤＭシンボルシーケンスを直列信号
に変換する。
【０１０４】
　信号選択部６２０は、第１のＰ/Ｓ変換部６０４から直列データＯＦＤＭシンボルシー
ケンスと第２のＰ/Ｓ変換部６１４から直列参照ＯＦＤＭシンボルシーケンスを受信する
。
【０１０５】
　信号選択部６２０は、所定のシンボル選択条件により、第１のＰ/Ｓ変換部６０４から
受信されるデータＯＦＤＭシンボルシーケンス及び第２のＰ/Ｓ変換部６１４から受信さ
れる参照ＯＦＤＭシンボルシーケンスから所望する個数だけのＯＦＤＭシンボルを選択す
る。すなわち、信号選択部６２０は、データ信号と参照信号の伝送に使用されるフレーム
構造により、データＯＦＤＭシンボル及び参照ＯＦＤＭシンボルを選択的に出力する。
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【０１０６】
　例えば、データ信号の伝送に適用されるＯＦＤＭシンボル長Ｔｓが参照信号の伝送に適
用されるＯＦＤＭシンボル長ｔｓのＮ倍である仮定の下に、参照ＯＦＤＭシンボルを出力
する場合、信号選択部６２０は、時間区間ＴｓでＮ個の参照ＯＦＤＭシンボルを出力する
。一方、データＯＦＤＭシンボルを出力する場合、信号選択部６２０は、時間区間Ｔｓで
１個のデータＯＦＤＭシンボルを出力する。
【０１０７】
　本発明の２つの実施形態が上記に提案される。すなわち、一つの実施形態は図４を参照
して説明し、他の実施形態は図５を参照して説明する。したがって、送信装置の信号選択
部６２０は、サポートされる実施形態により異なる動作を遂行し、すなわち、シンボル選
択にシンボル選択条件を選択的に使用することができる。
【０１０８】
　例えば、図４に示した本発明の実施形態において、信号選択部６２０により参照される
シンボル選択条件は、各ＢＳに特定のフレーム構造により定義される。一方、図５に示し
た本発明の実施形態において、信号選択部６２０により参照される所定のシンボル選択条
件は、各ＭＳに特定されたフレーム構造により定義され得る。
【０１０９】
　第１の実施形態において、信号選択部６２０は、データ信号の伝送区間又は参照信号の
伝送区間によって出力されるＯＦＤＭシンボルのタイプを決定し、ＯＦＤＭシンボルタイ
プによりデータＯＦＤＭシンボル及び参照ＯＦＤＭシンボルのうちいずれか一つを選択す
る。ＯＦＤＭシンボルを出力する場合、信号選択部６２０は、適用されるＯＦＤＭシンボ
ル長を考慮する。例えば、データ信号の伝送に適用されるＯＦＤＭシンボル長Ｔｓが参照
信号の伝送に適用されるＯＦＤＭシンボル長ｔｓのＮ倍である場合を仮定すると、参照Ｏ
ＦＤＭシンボルを出力する場合、信号選択部６２０は、時間区間ＴｓでＮ個の参照ＯＦＤ
Ｍシンボルを出力する。一方、データＯＦＤＭシンボルを出力する場合、信号選択部６２
０は、時間区間Ｔｓで１個のデータＯＦＤＭシンボルを出力する。
【０１１０】
　第２の実施形態において、信号選択部６２０は、データ信号の伝送区間又は参照信号の
伝送区間によって出力されるＯＦＤＭシンボルのタイプを決定し、決定したＯＦＤＭシン
ボルタイプによりデータ及び参照ＯＦＤＭシンボルのうちいずれか一つを選択する。上記
選択したＯＦＤＭシンボルを出力する場合、信号選択部６２０は、ＭＳの位置に基づいて
適用されるＯＦＤＭシンボル長を考慮する。すなわち、参照信号は、ＭＳの条件及び環境
に従って異なる長さのＯＦＤＭシンボルでＭＳに伝送される。
【０１１１】
　例えば、Ｎは、一つのデータＯＦＤＭシンボル長内で高速移動が予測される領域に位置
するＭＳ４３０，５２０に対して２に設定され(フレーム４３２，５２２)、一方、Ｎは、
ほとんど移動しないと移動が予測される領域に位置するＭＳ４１０，５１０に対して一つ
のデータＯＦＤＭシンボル長内に４に設定される(フレーム４１２，５１２)。Ｎは、伝送
区間(すなわち、一つのデータＯＦＤＭシンボル長)で伝送される参照ＯＦＤＭシンボルの
個数を意味する。すなわち、信号選択部６２０は、同じ時区間で高速移動が予測される領
域に位置するＭＳ４３０，５２０のためには２個の参照ＯＦＤＭシンボルを選択する(Ｔ

ｓ＝２ｔｓ)。一方、信号選択部６２０は、同一の区間でほとんど移動しないと予測され
る領域に位置するＭＳ４１２，５１２のために４個の参照ＯＦＤＭシンボルを選択する(
Ｔｓ＝４ｔｓ)。
【０１１２】
　ＤＡＣ６３０は、信号選択部６２０から受信されるＯＦＤＭシンボルをアナログ信号に
変換してビームフォーマ６４０に出力する。ビームフォーマ６４０は、所定の幅を有する
ビームを一つのセルから分割される各領域に割り当てる。例えば、ビーム幅は、フレーム
構造を決定する場合に使用される類似条件により設定できる。すなわち、ビームフォーミ
ングは、高速又は頻繁な移動が予測される領域に対しては広いビーム幅で実行され、ほと
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んど移動しないと予測される領域に対しては狭いビーム幅で実行される。
【０１１３】
　例えば、同一の時区間Ｔｓで２個の参照ＯＦＤＭシンボルが伝送される高速移動が予測
される領域をカバーするビーム幅は、同じ時区間Ｔｓで４個の参照ＯＦＤＭシンボルが伝
送される移動がほとんど発生しないと予測される領域をカバーするビームに対するビーム
幅に比べて広く設定される。すなわち、同じ時区間Ｔｓで多数の参照ＯＦＤＭシンボルを
伝送するビームは広く設定され、同じ時区間Ｔｓで少数の参照ＯＦＤＭシンボルを伝送す
るビームが狭く設定される。
【０１１４】
　ビームフォーマ６４０は、上記した規則により決定されたビームフォーミングパターン
をアンテナアレイ６５０に提供する。アンテナアレイ６５０は、ビームフォーミングパタ
ーンでデータ信号と参照信号によりＯＦＤＭフレームを生成する。
【０１１５】
　図７は、本発明の実施形態によるミリメートル波通信システムの送信装置における信号
を伝送する制御動作を示すフローチャートである。図７の制御動作は、データ変調シンボ
ル長と参照変調シンボル長を設定するステップ(ステップ７１０～７１４)と、データ変調
シンボルと参照変調シンボルを伝送するステップ(ステップ７１６)を有する。
【０１１６】
　図７を参照すると、送信装置は、ステップ７１０で、ＭＳの通信特性に基づいてシンボ
ル選択条件を設定する。例えば、シンボル選択条件は、速度又は移動可能性のようなＭＳ
の通信特性により設定される。すなわち、速くあるいは頻繁に移動すると予測されるＭＳ
に比べて、ほとんど移動せず、あるいは遅く移動すると予測されるＭＳに対して、より短
い参照変調シンボル長が設定される。さらに、シンボル選択条件は、データ変調シンボル
長に対しても定義することができる。
【０１１７】
　送信装置は、ステップ７１２で、設定されたシンボル選択条件に基づいてデータ信号と
参照信号を含む信号の伝送に使用されるフレーム構造を決定する。例えば、送信装置は、
シンボル選択条件に従って、フレーム内でデータ変調シンボル区間と参照変調シンボル区
間を定義する。さらに、送信装置は、シンボル選択条件により参照変調シンボル区間で伝
送される参照変調シンボルの個数も決定できる。
【０１１８】
　送信装置は、ステップ７１４で、決定したフレーム構造に従って伝送される変調シンボ
ルを選択する。例えば、データ変調シンボル区間ではＯＦＤＭ変調により生成されたデー
タＯＦＤＭシンボルが選択され、参照変調シンボル区間では、上記決定された個数だけの
ＯＦＤＭ変調により生成された参照ＯＦＤＭシンボルの個数が選択される。
【０１１９】
　送信装置は、ステップ７１６で、ＭＳの通信特性、又はデータ及び参照変調シンボル長
に基づいてビームフォーミングパターンを決定する。すると、送信装置は、決定したビー
ムフォーミングパターンにより、選択された変調シンボル、すなわちデータ変調シンボル
又は参照変調シンボルを伝送する。
【０１２０】
　以上、本発明を具体的な実施形態に関して図示及び説明したが、添付した特許請求の範
囲により規定されるような本発明の精神及び範囲を外れることなく、形式や細部の様々な
変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
【符号の説明】
【０１２１】
　　６０２，６１２　逆フーリエ変換(ＩＦＦＴ)処理部
　　６０４，６１４　並列/直列(Ｐ/Ｓ)変換部
　　６２０　信号選択部
　　６３０　デジタル/アナログ変換部(ＤＡＣ) 
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　　６４０　ビームフォーマ
　　６５０　アンテナアレイ

【図１】 【図２】

【図３】
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